
使用要領 
 

 

本使用要領は、どまんなか袋井まちづくり株式会社（以下「当館」といいます。）が運営する

「あきはホール」（以下当施設といいます。）の使用について定めるものです。 

使用者様は、当施設の使用に際しては本使用要領の内容を十分にご理解いただき、遵守してく

ださい。 

１ 使用目的 

当施設は会議・セミナー・講演会・展示会・面接会場・説明会・検定試験・各種食事を伴う

ご宴会等、種催事にご使用いただけます。 

２ 使用の開始受付時期 

お申込みは使用希望日の半年前～３０日前まで受付いたします。 

３ お申込み方法 

所定の申込書に記入・提出をもって予約となります。使用日の前日までに当館窓口にて正式

申込をお願いいたします。（来館が難しい場合はご相談くださいませ FAXやメールにて対応

も可能。）（お電話にて仮予約も可能。） 

４ 違約金 

（１）違約金の発生（食事が伴う場合）  

使用日の１０日前までは無料でキャンセルが可能です。９日～７日前までは見積もりの３

０％、６日～４日前は見積もりの５０％、３日～１日前までは見積もりの７０％、当日に

関しましては見積もりの全額を頂戴いたします。 

（２）違約金の発生（食事が伴わない場合） 

使用日の４日前までは無料でキャンセルが可能です。３日前からキャンセル料金が発生い

たしまして３日～１日前までは見積もりの半額、当日に関しましては見積もりの全額を頂

戴いたします。 

（３）申込みの取り消し・変更 

お申込み内容の取り消し及び変更を行う際は所定の用紙に必要事項をご記入の上 FAX及

びメールにて当施設までご連絡願います。（急を要する場合には事前に空き状況等をお電

話にてご確認くださいませ。） 

（４）不可抗力によるキャンセル 

  天変地異その他の不可抗力により当施設を使用できない場合にはキャンセル料は発生い

たしません。この場合使用中止に伴う損害については一切補償はいたしませんのでご了

承ください。 

５ 注意事項 

1. 当施設及び近辺にて録画、録音または撮影をする際には、事前にご相談ください。 

2. 当施設へ事前の搬入物がある際はあらかじめ搬入物の内容と個数をご連絡ください。当

日急遽搬入となった際に内容によってはお断りをする場合がございます。 



3. 使用者様は使用期間中の責任者を明確にし、必ず使用施設内に常駐させてください。 

4. 当館の入口、外面および当施設内にてポスター等の掲示、誘導案内等を行う際には事前

にご相談をいただき、当施設の承認を得ていただくようお願いいたします。 

5. 搬入出時を含む当施設使用中の人的および物的損害に対する賠償責任はすべて使用者

様負担となります。 

6. 防犯上、当施設の開館時間は９：００、閉館時間は２２：００となっております。 

7. 台車による搬入出に関しましては貨物用エレベーターをご利用ください。また車両によ

る搬入出がある場合は事前に申告をいただけましたら当施設の荷捌所をご案内させて

いただきます。 

8. 災害等不測の事態に備え、非常口・誘導方法・消火設備等をあらかじめご確認ください。 

9. 貸室の管理につきましては、使用者様の責任にてお願いいたします。また施設の警備、

参加者の誘導整理につきましても使用者様にて行っていただくようお願いいたします。

なお、当施設内で発生した盗難、怪我、事件、事故等につきましては当施設では責任は

負いかねますのであらかじめご了承ください。 

10. 使用者様の責任にて使用設備、備品等を汚損、破損、もしくは紛失された際には、実費

をお申し受けいたします。 

11. 当施設ご使用後、特別な清掃の必要が生じた場合や、大量のゴミが発生した場合は、別

途費用を請求する場合がございますのでご了承ください。 

12. 印刷物等で当施設名称、ロゴマーク等を使用する場合は事前にご相談ください。 

13. 貸室内で飲食をご希望の方は事前に当施設担当者とお打合せください。 

14. 当館は上演物に関する著作権等の知的財産権に関する問題について一切の責任を負い

ません。 

15. 当施設にて演出の際に音楽等をご利用の際は使用者様にてＪＡＳＲＡＣの申請をお願

いいたします。当施設にての申請は一切いたしておりません。また当内容による一切の

責任を負いません。 

16. 初回利用の団体様には請求書発行をお断りする場合がございます。その際はお手数です

が現金、もしくはクレジットカードにてのお支払いをお願いいたします。２回目以降の

利用に関してはこの限りではありません。（商工会議所会員様は除く。） 

17. 当館は未成年者飲酒禁止法に基づき二十歳未満の来場者には一切の飲酒をお断りして

おります。また当内容による一切の責任を負いません。 

18. 使用の際に出た廃棄物・ゴミは使用者様にて処理してください。 

19. その他使用に際し、当施設内規則及び、貸会議室担当者にご相談の上、当該指示に従い

ご使用ください。 

20. 本使用要領、その他関連規則等に違反した場合、損害賠償を請求することがありますの

であらかじめご了承ください。 
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